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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は 

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します
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内　　　       容項　目

子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益を地域で実現する基
本となる「子どもの権利条例」の制定を検討する。

子どもの権利
に関する条例

子どもへの権利侵害があった場合に実態の調査・勧告の権限を
持って速やかに対応するため、子ども自身が相談できるオンブ
ズパーソン制度を検討する。

子どもオンブ
ズパーソン制
度の検討

公共施設や事業の企画・運営・利用への子どもの参加や、子ど
もだけでの利用を進めて、子どもを企画・運営委員に登用する。
利用料の無料化、もしくは減免をする。

公共施設・事
業の企画･運
営・利用への
子どもの参加
の促進

子ども施策の拠点として、こどもの発達支援センターと子ども
家庭支援センター機能を併せ持つ施設となる、(仮称)こどもの
総合支援センターを開設する。専門家の派遣と恒常的な支援を
するために適切な指導員を配置し、障害を持つ親子も健常親子
も一緒に集う。市民の子育てグループ等の活動を育てる。

(仮称)こども
の総合支援セ
ンターの開設
と機能の充実

①児童館の再編成　②地域子育て支援センターの創設　③保育
園の在宅親子への遊び場開放事業の充実　④小学校施設・校庭
開放による「遊びの学校」事業　⑤中学校の教室開放による｢自
習室」事業　⑥子どもたち自身の企画でつくる遊び場の開設　
⑦プレイパークの開設検討　⑧簡易スポーツ施設の設置　⑨プ
レイリーダーの育成と活用

子どもの居場
所の再検討

子どもと一緒に暮らす中で親としての力もついていくという視
点に立ち、先輩パパママとの交流、同年代の親との交流や専門
家による講座の開設等を積極的に進める。

親役割を理解
することの支
援の促進

西東京市のホームページ等とリンクした子ども向けホームペー
ジの充実や、子どもへの広報を拡充する。

子ども向け広
報の充実

小･中･高校生と乳幼児とのふれあい活動や、子育てボランティ
アやベビーシッター活動を通じて、異年齢の子どもたちの交流
を進める。市民活動の中で、子どもの参加を積極的に進め、市
民としての体験を広げる。若者たちの文化・活動が展開する広
場づくりを検討する。

おとなになっ
ていく力を育
てる活動の充
実

市立保育園の中から基幹型保育園を２カ所程度つくり、病後児
保育、休日保育を実施する。その他の市立保育園では、延長保
育、一時保育、障害児の療育型保育・入所型保育、在宅親子向
け遊び場事業を実施する。また、一時的な宿泊型保育（ショー
トステイ）を児童養護施設やNPO等を積極的に活用した事業を
検討する。学童保育については、小学３年生までを現施設で保
育し、小学４年生以上は「遊びの学校｣事業に移行する。

保育支援の拡
充

子どもと子育て家庭支援における役割について、分担と協働作
業を整理し、積極的に市民参加を求めることを原則とする。そ
のために必要な活動場所や、方法などの相談等に応じる支援体
制を整備する。

市民参加型子
育て支援の推
進

内　　　       容項　目

障害のある子どもとない子どもが共に暮らすまちの実現を目指
して、可能な限り一緒の居場所、活動場所の確保への移行を進
める。（仮称）こどもの総合支援センター、保育園、児童館での
障害のある子どもへの支援事業を並行して実施する。

障害のある子
どもと家庭へ
の支援の充実

虐待や子育てへのさまざまな相談に対応するために、保健師の
家庭訪問活動を積極的に進める。母子保健で対応している育児
相談・育児支援の一部を分担し、母子保健と児童福祉事業が共
同して子育て支援事業を進める。

母子保健と児
童福祉事業の
連携の強化

西東京市子ども福祉審議会と連携しながら、行政において総合
的な事業推進のための組織をつくる。地域における子ども家庭
支援推進のためにつくられている組織等の分担と協働を考え
る。

総合的な子ど
も家庭支援推
進のための組
織づくり
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第
３
回
西
東
京
市
民
ま
つ
り
実
行
委
員
会
と
西
東
京
市
で
は
、　
11

月
に
市
民
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、　

月
１
日
号
の
市
報
で

１１

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
と
き　
　

月
８
日
（
土
）
午
前　

時

１１

１１

〜
午
後
４
時
・
９
日
（
日
）
午
前
９
時

　

分
〜
午
後
３
時　

分

３０

３０

▽
と
こ
ろ 

ひ
ば
り
が
丘
団
地
野
球

場
・
ひ
ば
り
が
丘
運
動
場

◆
生
活
文
化
課
（
�田
 
�
内
線　

）、
産

１４１１

業
振
興
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１４４１

昨年の市民まつり
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子
育
て
支
援
計
画
策
定
委
員
会
に
お
い
て
、
子
育
て
支

援
計
画
の
素
案
を
作
成
し
ま
し
た
。
そ
の
概
要（
表
参
照
）

を
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
素
案
に
関
す
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
市
民
意
見
提
出
手
続
き
）
を
実
施
し

ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
素
案
の
全
文
は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▽
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、
市
内
に
事
業

所
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体

▽
意
見
の
提
出
方
法
・
提
出
先　
　

次
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
、
住
所
・
氏
名
・
対
象
案
件
名
（
子
育
て
支
援
計
画
）

を
必
ず
明
記
し
て
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
直
接
ま
た
は
郵
便
（
〒　

―　

西
東
京
市
役
所
田
無
庁

１８８

８６６６

舎
子
育
て
支
援
課
あ
て
）　

②
フ
ァ
ク
ス
（�
　

・
９
６
６

６６

６
）　

③
電
子
メ
ー
ル
（
西
東
京
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
）

▽
募
集
期
間　
　

月　

日

１０

２７

（
月
）
〜　

月　

日
（
月
）

１１

１０

▽
検
討
結
果
の
公
表　

２
月

（
予
定
）

▽
計
画
期
間　

平
成　

年
度

１６

〜　

年
度
の　

年
間

２５

１０

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内

線　

）
１５２１

「子育て支援計画（素案）」に対する
　　　　　　　　　　　ご意見を募集します

　

市
で
は
、「
ひ
ば
り
ヶ
丘
駅
周
辺

の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
」
を
新
市
建

設
計
画
の
重
点
施
策
の
一
つ
に
掲
げ

て
お
り
、
現
在
、
駅
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
な
ど
の
事
業
な
ど
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

本
年
度
は
、
駅
北
口
地
区
の
ま
ち

づ
く
り
の
基
本
構
想
策
定
に
向
け
た

事
前
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
一

環
と
し
て
、
駅
お
よ
び
駅
北
口
地
区

利
用
者
の
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
ニ

ー
ズ
を
把
握
す
る
た
め
、　

月
下
旬

１０

に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
駅
北

口
か
ら
半
径
約
１
キ
ロ�
に
位
置
す

る
町
丁
に
お
住
ま
い
の　

歳
以
上
の

１８

方
々
を
対
象
と
し
、
本
市
エ
リ
ア
だ

け
で
は
な
く
、
隣
接
す
る
東
久
留
米

市
、
新
座
市
の
エ
リ
ア
も
調
査
対
象

に
含
め
て
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　

今
後
の
基
本
構
想
策
定
に
当
た
っ

て
の
重
要
な
資
料
と
な
る
調
査
で

す
。
一
人
で
も
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
対
象
地
域　

ひ
ば
り
が
丘
北
一
〜

四
丁
目
、
栄
町
一
〜
三
丁
目
、
北
町

一
、
二
丁
目

▽
調
査
方
法　

調
査
票
を
郵
送
・
回

収◆
都
市
計
画
課　
（
�保
 
�
内
線　

）
２４１１

　

東
京
都
で
は
、
多
摩
の
南
北
を
結

ぶ
都
市
計
画
道
路　

保
谷
３
・
２
・

６
号
線
（
調
布
保
谷
線
）
の
道
路
整

備
を
進
め
て
い
ま
す
。
本
路
線
は
幅

員　

メ
ー
ト
ル
で
、
こ
の
中
に
は
両

３６
側
に
幅
員　

メ
ー
ト
ル
の
環
境
施
設

１０

帯
を
整
備
す
る
予
定
で
す
（
下
図
参

照
）。

　

環
境
施
設
帯
の
整
備
に
あ
た
っ
て

は
、「
環
境
施
設
帯
整
備
検
討
協
議
会

（
仮
称
）」
を
設
置
し
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
参
加
の
も
と
、
広
く
ご
意
見
を

い
た
だ
き
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。　

　

協
議
会
は
、
約
１
年
間
、
定
期
的

に
開
催
す
る
予
定
で
す
。
こ
の
協
議

会
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
市
民
の
皆

さ
ん
を
募
集
し
ま
す
。
多
く
の
方
々

の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
第
１
回
協
議
会

▽
と
き　
　

月　

日
（
土
）
午
後
１

１１

１５

時
〜
４
時

▽
と
こ
ろ　

防
災
セ
ン
タ
ー
６
階
講

座
室
２

▽
申
込　

は
が
き
・
フ
ァ
ク
ス
・
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

　

月
４
日
（
火
）（
必
着
）
ま
で
に
お

１１申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
の
際
に
は
、
住
所
・
氏

名
・
電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、
申

し
込
み
く
だ
さ
い
（
受
け
付
け
後
、

案
内
を
通
知
し
ま
す
）。

▽
申
込
先　

◎
郵
送
…
〒　

―　

府

１８３

０００６

中
市
緑
町
１
〜　

〜
１　

◎
フ
ァ
ク

２７

ス
…�
０
４
２
・
３
６
９
・
３
８
９

０
、
東
京
都
北
多
摩
南
部
建
設
事
務

所
工
事
第
一
課
あ
て　

◎
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
…
東
京
都
建
設
局
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（　http://w

w
w
.kensetsu.m

et

ro.tokyo.jp/

）
の
「
新
着
情
報
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

東
京
都
北
多
摩
南
部
建

設
事
務
所
（�
０
４
２
・
３
３
０
・

１
８
３
６
（
直
通
）

◆
都
市
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２４１５

ご
協
力
く
だ
さ
い

  
ご
協
力
く
だ
さ
い

ひ
ば
り
ヶ
丘
駅
北
口
地
区
利
用
者
を
対
象
に

  
ひ
ば
り
ヶ
丘
駅
北
口
地
区
利
用
者
を
対
象
に

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
す

　
　
　
　
　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
す

ご
参
加
く
だ
さ
い

  
ご
参
加
く
だ
さ
い

調
布
保
谷
線
の
環
境
施
設
帯
を
検
討
す
る

  
調
布
保
谷
線
の
環
境
施
設
帯
を
検
討
す
る

協
議
会
へ
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

　
　
　
   
協
議
会
へ
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す  

環境施設帯とは
　沿道の生活環境を保全するために設置され
る道路の部分であり、自転車歩行者道・植栽
帯・副道などによって構成されます。

路線および
会場位置図

標準横断図


